
議案第39号 

 

　　　水戸市立学校管理規則の一部を改正する規則 

 

水戸市立学校管理規則（昭和55年水戸市教育委員会規則第13号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項を次のように改める。 

２　学年を分けて次の２学期とする。 

前期　４月１日から10月の第２月曜日まで 

　後期　10月の第２月曜日の翌日から翌年３月31日まで 

　様式第２号中　 

「 
 
 
　 
」を 

「 
 
 
」に

改める。 
　様式第３号中 
「 

 
 
 
」を 

「 
 
 
」に改める。 

 
　　　付　則 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 

　　　令和６年11月21日提出 

水戸市教育委員会教育長　　志　田　晴　美　　

 第１学期 日 日 日 日 日 日

 第２学期 日 日 日 日 日 日

 第３学期 日 日 日 日 日 日

 前　　期 日 日 日 日 日 日

 後　　期 日 日 日 日 日 日

 第１学期 日 日 日

 第２学期 日 日 日

 第３学期 日 日 日

 前　　期 日 日 日

 後　　期 日 日 日



新旧対照表 

教育委員会総合教育研究所教育研究課 
 

現行 改正（案）

 
（学年及び学期） （学年及び学期）

 
第２条　学校の学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

２　学年を分けて次の３学期とする。 

　  第１学期　４月１日から７月31日まで 

　  第２学期　８月１日から12月31日まで 

　  第３学期　１月１日から３月31日まで

第２条　学校の学年は，４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

２　学年を分けて次の２学期とする。 

　  前期　４月１日から10月の第２月曜日まで 

　  後期　10月の第２月曜日の翌日から翌年３月31日まで 

　 

 様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
様式第３号（第５条関係） 
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 付　則 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。


